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相続（遺言・整理・対策）・不動産（活用・売却・管理）に関する不安・疑問・要望はございませんか？

当相談会は、新型コロナウイルス
感染症対策として右記取り組みを
実施し、ご相談者様の安心・安全
を確保した上で開催しております。

マスク 消毒 換気

まずは
ご相談
ください

!

相談の
メリット

司法書士事務所がこのお宅の見守りを行っております
詐欺・押し売り等のトラブルが起きた際は、司法書士が対応いたします

司法書士  小林 暁

03-6356-1010
東京司法書士会  所属登録番号：第8149号
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西東京市在住の方・会場のお近くにお住まいの方はどうぞお気軽にご来場ください。

10月西東京市相続と不動産無料相談会



ご自身で書く遺言書作成には注意が必要です。ご自
身が亡くなられた後、ご遺族の方が困らない手続き
や書き方についてご相談ください。また、今話題の
家族信託についてもご相談可能です。
家族信託に精通した専門家がご相談をお伺いいたし
ますので、お気軽にご来場ください。

住まなくなった不動産を放置していると、売却時の譲渡
所得の特別控除などの優遇措置が受けられなくなるケース
もあるので、早めに対処することが大切です。また、売却
したくても、相続などで遺産分割協議が終わっていない、
権利関係の調整が必要などすぐに売却できるとは限りま
せん。 事前準備の段階から売却のサポートをいたします。

あなたはどのようなことでお悩みですか?

生前対策

不動産売却

生前贈与は相続前に自分の財産を贈与する
ことをいいますが、相続争いの防止や相続
税対策の有効な手段の一つです!!
生前贈与の分からないにお答えいたします!!

生前贈与

住まなくなった
不動産は
売却した方が良いのか？ 

●有効な遺言書を作りたい・寄付の相談をしたい
●書く際の注意点や内容へのアドバイスが欲しい

●今すぐにできる相続対策が知りたい！！
●資産を子供に贈りたい

●他社の査定が高いのか、安いのか教えて欲しい
●地方の空き家（土地）も売却できるのか心配

●相続が開始された後に何から手を付ければ良いの？
●いつまでにやらないといけないの？

現在、所有している不動産や相続予定の不動産
についてどうされるかお決まりですか？「良い活
用方法は？」「処分したほうが良いのか？」につい
て、当相談会では、不動産相場についてなど様々
な視点からご提案することが可能です。 この機
会にぜひ、ご相談ください。

所有不動産の活用

相続した
不動産の上手な
活用方法を教えて欲しい。

終活を始める時期に早すぎるということはありま
せん。 不用品を整理しないで亡くなった場合、遺族
が片づけをしなければなりません。 遺族や周りの
負担を減らすためにも、不用品は早めに整理してお
きましょう。 当日お部屋のお写真を撮って来てい
ただければ、より具体的なアドバイスが可能です。

遺品整理・断捨離

相続手続きって何から
手を付ければ良いのか
分からない。名義変更の
仕方が分からない。

相続が開始されると名義変更・登記・相続税申告・役所へ
の各種手続きが必要となってきます。また、期間の制限のあ
るものや複雑な手続きが必要なものもあります。当相談会
では、ご相談者様一人ひとりに合わせたオーダーメイドの相
続手続きプランをご提案いたします。 ※各種専門家と提携。
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お問い合わせ・ご予約 【受付時間】9：30～19：00（土日祝は18：00迄） ※土日祝もお気軽にお電話ください

事前
予約制

相続安心
相談
グループ

●遺品整理に手が付けられず、何からすれば良いか分からない
●高齢のため自分で処分するには限界がある

●持っている不動産を生前に処分すべきか知りたい
●相続した土地をうまく活用したいがどうすれば良い？

最新のニュース

不動産を
お持ちの方は、
この機会に

ご相談ください!!

相続登記が義務化されます！

●現在、100万円以下の土地について、相続登記の際の登録免
許税の免税措置が実施されています。

●相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った時から
3年以内に相続登記の申請をしないと、10万円以下の過料が科
される可能性があります。


